


トヨタ車体健康保険組合

　★2.原則として、ご自身が購入した装具を実際に装着している状態で撮影をお願いいたします。

　 　　ただし、撮影が難しい場合や、撮影を差し控えたい部位の場合は、装具のみの撮影でも構いません。

　 　　※靴に挿入するタイプの装具(中敷き等)については、靴から取り出し、上から撮影してください。

　★3.装具の正面から、全体が分かるように撮影をお願いいたします。

【 提出前にご確認ください 】

□　撮影用ラベルとともに撮影している

□　装具の正面から、全体が写っている

□　ご自身が購入し、受け取った装具全てを撮影している
（両足の装具の場合は左右両方、その他付属品などがあれば撮影する）

治 療 用 装 具 写 真 添 付 台 紙

　★1.始めに、別紙「治療用装具の写真について」をご確認ください。

↓こちらの枠内に写真を添付してください↓

＊ご協力いただきありがとうございました＊


